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ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
等
入
賞
者
の
ご
紹
介

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

市
長
賞
▼

　
松
谷
帆
夏（
野
向
2
）

金
賞
▼

　
松
谷
昊
青（
野
向
4
）笠
松
亜
優
美（
成

器
南
3
）檜
木
梨
桜（
鹿
谷
保
・
年
長
）

銀
賞
▼

　

�

藤
本
悠
花（
村
岡
6
）池
田
悠
七（
村
岡

2
）村
中
結
梨
香（
成
器
西
1
）宮
本
一

凛（
し
ろ
き
こ
ど
も
園
・
年
長
）

銅
賞
▼

　

�

酒
井
心
煌（
三
室
5
）土
谷
一
露（
成
器
南

4
）
笠
川
三
春
（
成
器
西
3
）
砥
山
亮
大

（
成
器
南
2
）松
島
琉
優
心（
鹿
谷
保
・
年

長
）
西
川
心
々
那
（
し
ろ
き
こ
ど
も
園
・

年
長
）
前
田
康
元
（
し
ろ
き
こ
ど
も
園
・

年
長
）
石
垣
梨
乃
（
し
ろ
き
こ
ど
も
園
・

中
）

青
少
年
健
全
育
成
啓
発
用

図
画
・
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

金
賞
▼

　
笠
松
陽
菜（
勝
山
南
部
1
）

　
牧
野
陽
真
（
成
器
南
6
）
野
理
未
優
奈

（
成
器
南
5
）

銀
賞
▼

　

 

髙
田
隼
平
（
勝
山
中
部
2
）
髙
見
季
那

（
勝
山
中
部
1
）坂
美
羽（
成
器
南
6
）境

井
梨
莉
（
成
器
西
6
）
布
川
り
つ（
成
器

南
5
）松
井
優
愛（
成
器
南
5
）長
谷
川

尊（
成
器
南
5
）吉
村
友
翔（
三
室
2
）

銅
賞
▼

　

�

伊
藤
嘉
絋（
勝
山
南
部
3
）土
田
芽
依
子

（
勝
山
北
部
1
）酒
井
咲
歌（
成
器
南
6
）

酒
井
菜
月（
成
器
南
6
）反
保
明
花（
成

器
南
6
）
大
久
保
日
和
（
成
器
南
5
）��

鳥
山
彩（
成
器
南
5
）石
黒
心
咲（
成
器

南
5
）袖
川
翼（
成
器
南
5
）笠
松
亜
優

美（
成
器
南
3
）長
谷
川
こ
は
る（
成
器

南
1
）

金
賞
▼

　
�

牧
野
陽
真（
成
器
南
6
）

　

�

長
谷
川
尊（
成
器
南
5
）平
林
侑
馬（
平

泉
寺
4
）山
川
永
翔（
成
器
西
3
）澤
帆

高（
成
器
西
1
）米
村
椛（
ケ
イ
テ
ー
こ
・

年
中
）

「
恐
竜
を
描
こ
う
」

図
画
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

銀
賞
▼

　

�

牧
野
心
愛（
成
器
南
5
）松
浦
綾
希（
成

器
南
5
）小
山
花
野（
鹿
谷
4
）中
村
香

子（
成
器
南
4
）石
田
葵（
村
岡
3
）北

口
こ
い（
成
器
西
3
）西
野
太
凰（
成
器

西
2
）田
中
友
裕（
北
郷
1
）西
脇
宗
祐

（
成
器
南
1
）笠
川
浩
之
介（
北
郷
わ
し

の
こ
保
・
年
長
）川
端
梨
緒（
中
央
こ
・

年
中
）北
沢
玲
桜（
ケ
イ
テ
ー
こ・年
中
）

銅
賞
▼

　

�

渡
邉
恵
太
郎（
村
岡
6
）齋
藤
煌
太（
村

岡
6
）小
林
一
颯（
村
岡
6
）島
田
尭
明

（
荒
土
5
）
平
泉
寿
朗
（
荒
土
4
）
三
井　

大
和
（
村
岡
4
）
永
吉
琥
羽
（
村
岡
4
）

笹
嶋
凛
子（
村
岡
3
）倉
田
錬（
成
器
西

3
）吉
川
紡
生（
荒
土
2
）林
佑
真（
平

泉
寺
2
）笠
松
啓
人（
北
郷
1
）池
澤
み

ず
ほ（
村
岡
1
）岩
田
圭
佑（
し
ろ
き
こ・

年
長
）廣
瀬
凜
依
奈（
し
ろ
き
こ・年
長
）

松
井
し
ず
く（
南
こ
・
年
長
）土
谷
茉
友

（
し
ろ
き
こ
・
年
中
）斎
門
奏
汰（
し
ろ

き
こ
・
年
中
）

「
勝
山
と
お
城
を
描
こ
う
」

絵
画
作
品
展

　
　
　
　
虐
待
と
思
っ
た
ら
す
み
や
か
に
通
報
を

�

問
福
祉
課（
す
こ
や
か
）☎
87
‐
0
7
7
7

見
逃
さ
な
い
で
、
小
さ
な
サ
イ
ン
！

　

虐
待
は
早
期
発
見
・
早
期
対
応
が
大

切
で
す
。
ま
た
、
周
囲
の
人
が
気
づ
き
、

声
掛
け
や
見
守
り
に
よ
っ
て
養
護
者
を

孤
立
化
さ
せ
な
い
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

「
虐
待
か
も
？
」
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
通
報
者
の
情
報

は
守
ら
れ
ま
す
。

通
報
受
付
・
相
談
先

◉
障
が
い
者
▼
福
祉
課（
す
こ
や
か
内
）

�

☎
87
‐
０
７
７
７

F
A
X 

87
‐
3
5
2
2

メ
ー
ル fukusi@

city.katsuyam
a.lg.jp

◉
高
齢
者
▼
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

�

☎
87
‐
0
9
0
0

障
が
い
者
・
高
齢
者
の
虐
待

こ
ん
な
場
合
も
・
・
・

◉�

虐
待
を
受
け
て
い
る
と
認
識
で
き
ず
、

Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
せ
な
い

◉�

虐
待
を
し
て
い
る
人
に
、
虐
待
を
し
て

い
る
意
識
が
な
い

◉�

悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
て

も
、
自
分
で
は
止
め
ら
れ
な
い

虐
待
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス

◉
身
体
に
不
自
然
な
あ
ざ
や
傷
が
あ
る

◉
家
か
ら
怒
声
が
す
る

◉
家
の
中
が
ゴ
ミ
や
物
で
散
ら
か
っ
て
い
る

◉�

家
族
と
同
居
し
て
い
る
が
家
の
中
で

孤
立
し
て
い
る

◉�

家
族
が
医
療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
た
め
ら
う

虐待の類型と具体例 障
が
い
者

高
齢
者

〇�

障
が
い
の
あ
る
人
は
、
社
会
の
中
に

あ
る
バ
リ
ア
に
よ
っ
て
生
活
し
づ
ら

い
環
境
が
あ
り
ま
す

〇�

障
害
者
差
別
解
消
法
で
は
、
役
所
や

事
業
者
に
対
し
て
、
障
が
い
の
あ
る

人
か
ら
、
社
会
の
中
に
あ
る
バ
リ
ア

を
取
り
除
く
た
め
何
ら
か
の
対
応
を

必
要
と
し
て
い
る
と
の
意
思
が
伝
え

ら
れ
た
と
き
に
、
負
担
が
重
す
ぎ
な

い
範
囲
で
対
応
を
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
ま
す
。

〇�「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
に
当
た
っ
て

は
、
障
が
い
の
あ
る
人
と
事
業
所
が

話
し
合
い
お
互
い
に
理
解
し
合
い
な

が
ら
共
に
対
応
案
を
検
討
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

【
障
が
い
に
関
す
る
相
談
窓
口

�

・
相
談
員
の
ご
紹
介
】

　

障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
、
持
っ

て
い
な
い
な
ど
は
気
に
せ
ず
、
日
常
で

困
り
ご
と
や
悩
み
が
あ
っ
た
ら
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
勝
山
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
す

こ
や
か
内
）　�

☎
88
‐
1
1
7
7

　　

ご
家
族
の
方
が
安
心
し
て
生
活
で
き

る
よ
う
に
、
相
談
・
支
援
を
行
い
ま
す
。

■
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
勝
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

�

障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

�

☎
87
‐
1
1
7
7

九
頭
竜
相
談
支
援
事
業
所

�

（
九
頭
竜
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）

�

☎
87
‐
6
3
0
0

大
日
園
相
談
支
援
事
業
所

�

☎
89
‐
3
2
1
0

■
障
害
者
相
談
員（
敬
称
略
）

　
障
が
い
の
あ
る
方
や
ご
家
族
の
目
線

に
あ
っ
た
相
談
支
援
を
行
い
ま
す
。

水
谷　
修（
村
岡
町
浄
土
寺
）

�

☎
88
‐
3
4
8
1

石
橋　
清
美（
旭
町
２
丁
目
）

�

☎
88
‐
2
9
0
6

12
月
３
日
～
10
日
は
障
害
者
週
間

令
和
６
年
４
月
か
ら

事
業
所
に
よ
る

「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」が

�

義
務
化
さ
れ
ま
し
た

身 体的虐待…殴る、蹴る、つね
るなどの暴力や、部屋に閉じ
込める、ベッドに縛り付ける　
など

心 理的虐待…怒鳴る、ののしる、
笑いものにする、無視する、
悪口を言う　など

性 的虐待…わいせつな行為をし
たりさせる、裸にする　など

経 済的虐待…必要な金銭を渡さ
ない、合意なしに財産や金銭
を使用する、処分する　など

ネ グレクト(放棄・放任)…食事
や排泄などの世話をしない、
お風呂に入らせてくれない、
必要な医療や福祉サービスを
受けさせない　など
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